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１．川島町（かわじままち）について  

１．１ 概要  

 川島町は埼玉県のほぼ中央に位置し、北は都幾川や市野川等を境として東松山市・吉

見町に、東は荒川を境として北本市・桶川市・上尾市に、南は入間川を境として川越市

に、西は越辺川を境として坂戸市に接しており、まさに“川に囲まれた島”そのものと

いえます。面積は 41.63km2で、標高は平均 14.5m で高低差はほとんどなく、かつては

見渡す限り水田地帯でした。 

 昭和 29年、川島領と呼ばれる中山・伊草・三保谷・出丸・八ツ保・小見野の 6か村

が合併し、川島村が誕生。以後は中学校の統合や上水道の敷設など、積極的な村づくり

を進め、昭和 47年 11月に町制を施行しました。 

 

１．２ 町章  

 

 

 

 

 

１．３ キャラクター  

 

 

 

 

 

 

１．４ 木・花・鳥  

 

 

 

 

 

 

     町の木：もくせい        町の花：はなしょうぶ         町の鳥：ひばり 

  

かわみん かわべえ 

マークの意図 

川島の「川シマ」を図案化したもの

で町の発展と融和を象徴しています。 

かわべえ 
 「かわ」は文字どおり川島町に由来し、「べえ」は江戸

時代お蔵米として川越藩に献上されていた由緒あるお米で

ある町一番の特産品「米：べい」に由来しています。 

 
かわみん 
 川島町の「かわ」、「みん」はみんなに愛されるキャラ

クターになってほしいという思いから名づけられました。 
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２．自治会について  

２．１ 組織について  

自治会（自治組織・町内会等）  

 一定の区域に居住する人々や団体が、社会生活を運営していくため、相互の親睦交流

を図りながら、共通利益の実現や生活の向上等、地域のさまざまな問題事項や検討事項

を地域で解決・決定することを目的として作られた、自主的な任意団体です。 

自治会の役員  

 自治会活動や運営をする上で、自治会長をはじめとする役員を選任することで、円滑

な自治会運営ができるほか、複数年の任期を設定し、継続的な運営が行えます。 

＜＜自治会の主な役員と役割例＞＞ 

役員 役割 

会 長 自治会の代表者。会の意見をまとめ、方向性を示すと共に、行政や第三者との対外的

な交渉責任者。 

副 会 長 会長の補佐を行い、時には会長の代理として役割を務める。 

会 計 会計書類の作成、通帳・資産管理等を行う。 

監 事 会計や事業の実施状況をチェックする。 

班 長 自治会内を地域などにより、いくつかの「班」に分け、その「班」内のまとめ役とし

て、情報の伝達などを行う。 

そ の 他 「交通安全」や「子ども会」など各分野に役員を選任している場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自治会は、社会的活動をするなど、社団法人としての実体は備えてはいるものの、法人格を有し

ていません。そのため、集会所の土地・建物の登記が行えません。 

 法人格を有するためには、町から認可を受ける必要があります。詳しくはご相談ください。 

【自治会保有の不動産について】 

 自治会とは別に、行政の円滑な運営と地域自治の振興を図るため、各地域に区域を設定し、そ

の区域住民より選出された方を区長として委嘱しています。 

行政区と自治会の区域がほぼ同一のため、自治会長が区長を兼ねることが多いようですが、１

つの行政区に複数の自治会がある場合や、複数の行政区を１つの自治会としている場合等があり

ますので、ご注意ください。 

※区長の主な仕事については⇒５ページ【区長について】を参照 

【行政区と区長について】 
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２．２ 運営について  

 自治会の運営は、原則、自治会規約（会則等）により会員全員の意思に基づき行われ

ます。役員が作成した事業計画（案）・収支予算（案）等が総会で承認され、活動と予

算執行が行われます。そのため、会員の意思統一のための話合いや連絡調整を行い、運

営します。 

＜＜自治会の主な運営例＞＞ 

①総 会  

前年度の事業報告・収支決算報告、新年度の事業計画（案）・収支予算（案）、

役員の改選、規約（会則等）の制定・変更等を議案とし、審議・議決を行います。 

  総会後は、新年度の事業計画・収支予算をもとに実施するものです。 

②規 約  

  規約（会則等）は、地域におけるまちづくりのための自主的なルールとして制定す

ることにより、自治会の運営を明確にし、民主的な活動を行うために必要となりま

す。また、内容については、総会にて承認を得たうえで運用することを基本とし、

会員等の意見を取り入れながら見直していくことが必要です。 

③会 議  

  各地域課題の解決やイベント等の調整会議など、各種会議を開く必要があります。

また、各種会議を開いた場合は、簡単な会議録を残すと今後の円滑な自治会運営に

役立てられます。 

 

２．３ 活動  

 自治会の活動は、地域の特性に応じて、それぞれの自治会が自治会長を中心にさ

まざまな活動を行っています。町では、さまざまな活動に対して、支援を行ってい

ます。 

＜＜自治会の主な活動例＞＞ 

①防災活動  

 大規模な災害が起きた場合、地域で助け合う「共助」が必要です。自治会では、

災害に備え自主防災組織を結成し、「共助」の体制を築いています。 

 また、地域での「共助」を行うためには、まず、自分や家族の命を守る「自助」

が大変重要です。※自主防災組織については⇒１６ぺージ【自主防災組織について】参照 

○町水防・防災訓練への参加のお願いや、防災講習会など 
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②防犯活動  

 地域全体で防犯パトロールを実施するなど、防犯活動に取り組み、地域の安全確

保に取り組んでいます。 

○町青色防犯パトロールや、見守り隊、防犯旗の設置支援など 

③美化運動  

 地域での清掃活動等、きれいで住みやすい環境づくりを行っています。 

○町町民総ぐるみ美化運動への参加など 

④福祉活動  

 民生委員・児童委員、主任児童委員により、一人暮らし高齢者等への声かけや見

守り活動が行われています。 

○町いきいき体操などの協力・支援など 

⑤イベント活動  

 体育祭や盆踊りなど地域の特色を活かしたさまざまなイベント活動を行ってお

り、地域の親睦を深めています。 

○町地域活動センター事業や、スポーツ団体などの協力・支援など 

⑥周知活動  

町では、町の行事や公共工事等、その他自治会に関わるものを周知するため、区

長配送をお願いしています。 

 ○町区長配送による配布物の協力依頼など 
※自治会の加入促進について 

 

 

 

＜年間スケジュールの例＞ 
４月 自治会総会・区長会総会 

５月 集会所消防点検 

６月 美化運動 

７月  

８月 お祭り 

９月  

１０月 地区運動会・美化運動 

１１月 集会所消防点検 

１２月  

１月  

２月 美化運動 

３月 総会準備 

月
一
回
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル 

地
区
防
災
訓
練 

月
一
回
区
長
配
送 

自治会への加入に強制力はありません。あくまで任意加入の組織ですが、自主防災組織による、

「共助」の体制や、防犯パトロール等の防犯活動を行うことにより、ご自身が住んでいる地域の安全

や災害時の備えを万全にするためにも、自治会への加入をお願いします。 
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２．４ 区長について  

 町では、区域住民から選出された方を「区長」職とし、委嘱しています。 

 主な職務は、町が行う事業に対して自治会の意見について連絡・調整を行うこと

や、お知らせを配布すること（区長配送）等があります。 

【区長配送】 

 定期的に町からのお知らせ等を自治会に周知するため、区長配送を行っていま

す。 

 ※毎月１日（年度末は月末とし、土日や祝日の場合、前日の平日。）に町職員が

区長宅へ配布物を届けます。 

①区長の身分  

 川島町区長設置規則に基づく区域住民と町とのパイプ役となります。 

②区長の謝金  

 区長職に対する謝金は、川島町区長設置規則に基づき定められています。また、

その支給額は、次のとおりとなります。 

１ 謝金額 

  謝金額（年額）＝（班割）2,000 円×班数＋（均等割）116,000 円 

  ※班数の基準日（４月１日） 

  ※区長会長 +50,000 円 その他代表区長 +30,000 円 

２ 支払時期 

  上半期、下半期の２回に分けて支払います。 

上半期（１回目 ９月下旬）下半期（２回目 ３月下旬） 

３ 支払方法 

源泉所得税を控除した金額を区長ご本人の個人口座へ振り込みします。 

③区長の守秘義務と個人情報保護について  

 区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。その職を退いた後も、ま

た同様です。 

 

 個人情報取扱いのポイント 

 １ 個人情報を取得するときは、利用目的を決め、相手に伝える 

 ２ 個人情報は決めた目的以外のことには使わない 

 ３ 個人情報を第三者に渡す際は、本人の同意を得る 

 ４ 取得した個人情報は安全に管理する  
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２．５ 区長会について（令和８年４月１日現在）  

 川島町内の区長をもって組織され、会員相互の親睦、研鑽を目的とする団体になりま

す。役員として、会長１人、副会長１人、幹事４人となっており、会員の互選により選

ばれます。 

 役員の活動内容は、主に年 6 回の代表区長会議があります。 

＜区長会の役員＞ 

役    員 役    割 

会 長 全区長にて組織する区長会の代表（区長会長）になります。各イベント時の各区長の

代表として活動等を務めます。 

副 会 長 会長の補佐を行い、会長が不在の時は、代理等を務めます。 

幹 事 会務に従事します。 

 

例年、各地区から選出された地区代表区長が、区長会の役員となってもらっていま

す。そのため、４月に各地区の代表区長のみで会議を行い、役職を決定します。 

 

＜＜川島町区長会＞＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各
区
長 

地
区
代
表 

地 区 地 区 地 区 地 区 地 区 地 区 

幹事 

（兼地区代表区長） 

 

副会長 

（兼地区代表区長） 

 

幹事 

（兼地区代表区長） 

 

区長会長 

（兼地区代表区長） 

 

幹事 

（兼地区代表区長） 

 

各区長 

幹事 

（兼地区代表区長） 

 

各区長 各区長 各区長 各区長 各区長 
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２．６ 活動への支援について  

１）自治会活動費助成  

担当：総務課（自治振興グループ）Tel：049-299-1753 

自治会の円滑な運営に資するため、自治会加入世帯数に応じて、定額を助成します。 

  

助成金額＝４月末日の加入世帯数×６０円×１２か月 

 

【充てることができる費用の例】 

班長手当等の役員に対する謝金、集会所の地代・水道光熱費等、自治会活動を実施す

る上で必要となる費用 

 

【充てることができない費用の例】 

商品券等の金券、過度な飲食代（酒席に係るもの等）、宗教的な行事への支出、募

金、各種後援会費等の単なる費用負担のみの場合 等 

 

２）自治会運営費助成金  

担当：総務課（自治振興グループ）Tel：049-299-1753 

 自治会活動費助成で工面できない費用がある場合、以下に掲げる内容について、別途

助成メニューがあります。 

 

① 防犯活動費助成                               

 防犯活動に要する費用に対し、助成するものです。ただし、備品の購入に要する費用

は、防犯活動資機材整備費助成を活用ください。 

 

 助成金額＝助成対象となる費用×４／５ 

 上限額 １自治会あたり、３０，０００円 

 

 【充てることができる費用の例】 

 保険費用、参加者の飲み物代、防犯パトロールに使用するベスト等の消耗品等 
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② 環境美化活動費助成                             

 環境美化活動に要する費用に対し、助成するものです。ただし、備品の購入に要する

費用は、環境美活動資機材整備費助成を活用ください。 

 

 助成金額＝助成対象となる費用×４／５ 

 上限額 １自治会あたり、３０，０００円 

 

【充てることができる費用の例】 

 環境美化活動に使用する軍手やごみ袋、ごみ集積場で使用するネットや掃除用具等の

消耗品、参加者の飲み物代 等 

 

③ 集会所整備費助成 ※必ず事前にご相談ください。               

各自治会で管理している集会所（集落センター等）において、新築、増築、改築、

改修、修繕、土地取得、備品の購入に要した費用及び消防法第１７条の３の３の規定に

準じて行う消防設備等の点検に要した費用に対し、助成します。 

 原則、前年度に要望を提出し、採択通知を受けた事業が対象です。 

 

助成金額＝助成対象となる費用×１／２ 

上限額 １集会所（集落センター）あたり 

項目 上限額 

新築、増築、改築、改修 ５，０００，０００円 

修繕、土地取得、備品の購入 １，０００，０００円 

消防用設備等の点検 ５，０００円 

 

④ 集会所解体費助成 ※必ず事前にご相談ください。              

各自治会で管理している集会所（集落センター等）の解体費用に要した費用に対

し、助成するものです。 

原則、前年度に要望を提出し、採択通知を受けた事業が対象です。 

 

助成金額＝助成対象となる費用×１／２ 

上限額 １集会所（集落センター）あたり、１，０００，０００円 
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⑤ 防犯活動資機材整備費助成 ※必ず事前にご相談ください。           

 防犯活動に必要な資機材の設置、購入に要する費用に対し、助成するものです。ただ

し、消耗品等に要する費用は、防犯活動費助成を活用ください。 

 

助成金額＝助成対象となる費用×４／５ 

上限額 １自治会あたり、１００，０００円 

 

⑥ 環境美化活動資機材整備費助成 ※必ず事前にご相談ください。         

環境美化活動に必要な資機材の設置、購入に要する費用に対し、助成するもので

す。ただし、消耗品等に要する費用は、環境美化活動費助成を活用ください。 

なお、ごみステーションの購入の場合は、設置物の寸法、容量等が分かる資料、見

積書、集積所の現況写真を準備し、集積場の位置、寸法、利用世帯数を把握の上、必ず

事前にご相談ください。 

 

助成金額＝助成対象となる費用×４／５ 

上限額 １自治会あたり、１００，０００円 

 

⑦ 自治会法人化事務費助成 ※必ず事前にご相談ください。             

自治会を法人化する（地縁団体の認可を受ける）際に、不動産登記等の手続費用な

ど、事務手続に要した費用に対し助成するものです。 

 

助成金額＝助成対象となる費用×１／２ 

上限額 １自治会あたり、１５０，０００円 

 

⑧ 自治会活性化事業助成（令和１０年度まで）※必ず事前にご相談ください。     

自治会の活性化を図るため、自治会が自主的に企画した新規事業や既存事業の見直

しに要する費用に対し助成するものです。申請書の他に事業計画書の提出が必要です。 

 

助成金額＝参加人数×１，０００円または助成対象費用のいずれか低い額 

上限額 １事業あたり、１００，０００円 

 

【充てることができる費用の例】 

 新規事業または既存事業見直しに必要となる消耗品や備品 等 

 

【充てることができない費用の例】 

自治会運営に係る経常経費、集会所等の維持管理費 等 
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⑨ ＩＣＴ活用支援事業（令和１０年度まで）※必ず事前にご相談ください。      

自治会活動の基礎となる機器等（ＩＣＴ機器）の整備に対し、必要となる費用につ

いて、助成するものです。例えば、オンライン会議、電子回覧板、役員間の情報共有ツ

ールの導入等です。単に、パソコンやプリンタのみの購入といった場合は、助成対象と

なりません。申請にあたっては、必要書類と併せて、事業概要の分かる資料等を添付く

ださい。 

 

【充てることができる費用の例】 

パソコン、タブレット、その他の機器及び附属品の購入に要した費用、WEB カメ

ラ、Wi-Fi ルーター、その他の通信機器の購入に要した費用、オンラインコミュニケー

ションに係るソフトウェアの導入に要した費用、インターネット回線等の環境整備に要

した費用で、これらの機器等を導入することにより、自治会運営における情報通信技術

の向上及び事務の効率化に資するもの 

 

【充てることができない費用の例】 

インターネット回線使用料、通信料、利用料、保守料等の維持管理費 等 

 

助成金額＝助成対象となる費用÷４×３ 

上限額は、１自治会あたり、下表に応じた額 

自治会加入世帯数 上限額 

１００世帯未満 １００，０００円 

１００～１９９世帯 １１０，０００円 

２００～２９９世帯 １２０，０００円 

３００～３９９世帯 １３０，０００円 

４００～４９９世帯 １４０，０００円 

５００世帯以上 １５０，０００円 

 

⑩ 自治会再編協議会                               

自治会の統合、再編を希望する自治会間の協議を円滑に行うため、必要となる費用

について、助成するものです。ただし、協議会設置後、２年に限ります。 

 

助成金額＝助成対象となる費用 

上限額 １協議会あたり、１００，０００円 
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３）必要書類、申請の流れ  

① 自治会運営費助成金について（事業実施後に助成金請求する場合） 

 

自治会 町総務課 

 
 

 

※1 自治会活性化事業助成の場合 

※2 ICT 活用支援事業の場合 

※3 集会所整備、解体、防犯活動資機材整備、環境美化活動資機材整備、ICT 活用支

援事業の場合 

 

 

・交付申請書（様式１号） 

・見積書等の写し 

※1 事業計画書（様式２号） 

※2 事業概要の分かる資料 

申請書等の受理・審査 

・交付決定通知書 

提出 

通知 

事業の実施 

・実績報告書（様式５号） 

・請求書（様式８号） 

・領収書等の写し 

※1 事業報告書（様式７号） 

※3 実施箇所（前後）等の写真 

報告書等の審査・受理 

提出 

・確定通知書 

・助成金の支払い 

 

 

 

通知 

入金の確認 
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② 自治会運営費助成金について（事業実施前に助成金請求する場合） 

 

自治会 町総務課 

 

 

 

※1 自治会活性化事業助成の場合 

※2 ICT 活用支援事業の場合 

※3 集会所整備、解体、防犯活動資機材整備、環境美化活動資機材整備、ICT 活用支

援事業の場合 

 

  

・交付申請書（様式１号） 

・見積書等の写し 

・概算払請求書（様式第４号） 

※1 事業計画書（様式２号） 

※2 事業概要の分かる資料 

 

申請書等の審査・受理 

・交付決定通知書 

・助成金の支払い 

提出 

通知 

入金の確認・事業の実施 

・実績報告書（様式５号） 

（必要に応じて、助成金の清算） 

・領収書等の写し 

※1 事業報告書（様式７号） 

※3 実施前後の写真 

報告書等の審査・受理 
提出 
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４）印刷機の無料貸し出し  

担当：総務課（自治振興グループ）Tel：049-299-1753 

自治会活動の利便性向上のため、印刷機の無料貸出を行っています。 

①  利用のルール  

対象者：自治会活動を行う区長（総務課配布の名札を提示） 

料金：無料 ※用紙は各自持参 

場所：地域活動センター イースト または ウェスト 

時間：月～土 9:00～17:00（祝日・年末年始を除く） 

条件：原稿 1枚につき 10枚以上の印刷に限る（少部数コピーは不可） 

②  利用の手順  

電話確認：混雑回避のため、必ず事前に各施設へ電話で空き状況を確認。 

窓口受付：施設窓口で名札（身分証）を提示し、利用簿に記入。 

印刷開始：備え付けのマニュアルに従って、利用者自身で操作。 

終了後：残った用紙は持ち帰り、故障等は速やかに職員へ報告。 

③  注意事項  

利用できるのは「印刷機（輪転機）」です。コピー機の利用はできません。 

印刷用紙のサイズは A3 まで、モノクロ印刷のみ可能です。 

 

【事前連絡先】 

イースト（旧コミュニティセンター）：049-297-1611 

ウェスト（旧フラットピア）：049-297-1117 

５）砂利敷均し・配分申請   

担当：まち整備課（建設・管理グループ）Tel：049-299-1761 

 砂利道の維持管理のため、補修する場合等に申請してもらうものです。 

 ①内容  

  １）砂利配分  

    道路を地元で補修する場合、町が砂利を支給します。 

  ２）砂利敷均し 

    道路の補修（砂利配分）が困難な場合に、町が発注する工事として砂利道の補

修を実施します。 

   条件 砂利が飛散する恐れなどがあるため、耕作地に隣接する道路を申請する

場合は、事前に耕作者や地権者の了解が必要です。 
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   注意 個人の街道として利用されている道路については、町道であっても敷均

しを行いません。 

 ②申請方法  

  １）現地確認  現地を確認してください。 

  ２）申  請  申請書及び、申請箇所がわかる図面を添付し提出してください。 

６）塩化カルシウム配布事業  

担当：まち整備課（建設・管理グループ）TEL：049-299-1761 

  降雪または凍結時に塩化カルシウムを散布してもらい転倒やスリップ事故を未然に

防ぐことを目的として、地域で必要な場合、申請してもらうものです。 

 ①内容  

  塩化カルシウムの配布を行います。 

  ※塩化カルシウム１袋 ２５ｋｇ（おおよそ８００㎡に散布ができます。） 

  条件 年間を通して原則２袋まで。 

  注意 金属に付着すると錆びたり、植物にかけると枯れることがありますので散

布には注意が必要です。 

 ②申請方法  

  １）まち整備課へ電話で連絡してもらうか、窓口でご相談ください。 

  ２）配布時に受領確認のため、署名をお願いします。 

７）道路・カーブミラー等に関する相談   

担当：まち整備課（建設・管理グループ）Tel：049-299-1761 

 道路の舗装劣化・舗装新設、安全施設の修繕、水路整備を実施します。 

 ①内容  

 相談内容・要望等により、各地域の道路・水路の設置又は修繕等を実施します。 

 ＜主な対象＞ 

  道路（穴があいている、路肩が崩れている等）・水路（壊れている等） 

  安全施設（カーブミラー、ガードレール、ポールコーン、反射板等） 

 ②申請方法  

  １）現地確認  現地を確認してください。（壊れている程度や、設置可能か等） 

  ２）相談要望  まち整備課窓口にてご相談ください。 
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８）防犯灯設置に関する相談  

担当：農政環境課（生活環境グループ）TEL：049-299-1734 

 安全安心のまちづくりを推進するため、防犯灯の設置を行います。 

 ①内容  

  相談内容・要望等により、各地域の防犯灯を設置します。 

  注意相談後、現地調査等を行い、設置できない場合があります。 

 ②申請方法  

  １）現地確認  現地を確認してください。（田畑に影響がありそうか等） 

  ２）相談要望  農政環境課生活環境グループ窓口でご相談ください。 

９）児童遊園地遊具設置及び修理費等補助金  

担当：子育て支援課（子育て支援グループ）TEL：049-299-1765 

 各自治会で管理する児童遊園地の遊具や防犯カメラ等の設置、修理、撤去の費用に対

し、補助するものです。 

① 補助内容  

  児童遊園地の遊具等の設置、修理、撤去に要する費用の２分の１以内で補助 

（上限 500,000 円。ただし、防犯カメラの設置については、上限 100,000 円。） 

 ②申請方法  

  １）相談要望  子育て支援課窓口でご相談ください。  
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３．自主防災組織について  

３．１組織について  

災害に対して地域・近隣で協力し、役割を分担しながら活動する組織として、災害

対策基本法でも定められています。 

「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚と連帯感に基づき、自主的に結成

する組織であり、災害による被害を予防し、軽減するための活動を行います。 

 自主防災組織は、大きく分けて３種類あります。 

①自治会がそのまま自主防災組織を兼ねる場合 

②自治会等の下に、自主防災部門を設けて、自主防災組織とする場合 

③自治会とは別組織として、自主防災組織を結成する場合 

※地区の自主防災組織がどのようになっているか確認をしてください。 

 

３．２運営について  

自主防災組織を運営するためには、まず、地域住民が自発的に参加し、無理せず継

続的に参加できる組織化を目指すことが重要です。また、平常時から役割等の確認、災

害時の具体的な対応計画等を定めておくことで、組織が十分に機能を発揮して効果的な

防災活動が実施できます。 

＜＜自主防災組織の主な運営例＞＞ 

                    ○各班の主な役割 

活動班 平常時 災害時 

情報連絡班 ・啓発活動の実施 

・伝達訓練の実施 

・被害状況の収集報告 

・関係機関との連絡 

消火班 ・消火訓練の実施 

・資機材の点検整備 

・初期消火の実施 

救出救護班 ・救出訓練の実施 

・救護訓練の実施 

・資機材の点検整備 

・救出救護の実施 

・応急処置の実施 

・避難行動要支援者の支援 

避難誘導班 ・避難経路の確認 

・避難訓練の実施 

・避難誘導の実施 

・避難所の運営実施 

給食給水班 ・備蓄の配給計画 

・配給炊出しの訓練 

・物資配給の実施 

・炊出しの実施 

 

 

会長

情
報
連
絡
班

消
火
班

救
出
救
護
班

避
難
誘
導
班

給
食
給
水
班

会長

東ブロック

情
報
連
絡
班

消
火
班

救
出
救
護
班

避
難
誘
導
班

給
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給
水
班

西ブロック
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報
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班

消
火
班

救
出
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護
班

避
難
誘
導
班

給
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班

○ケース２（ブロックの場合） 

○ケース１ 
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３．３活動について  

 自主防災組織は、災害時は、初期消火・避難誘導、救出救護、給食給水等の活動を行

う必要があります。そのため、平常時は、それらの知識や技術の習得、防災資機材の整

備、備蓄品の確保、計画の作成、啓発活動など災害に対する備え、防災活動を実施しま

す。 

＜＜自主防災組織の主な活動例＞＞ 

① 防災に関する知識の普及啓発  

 防災に関する研修会や講演会等に参加し、防災知識・技術の習得をするとともに、得

た知識を各地区で普及啓発を行い、被害を最小限にとどめ、災害時の行動を円滑にす

る。 

・研修会、講演会への参加、地域防災の意見交換等の実施 

 ・防災に関する文書等による周知活動 

②地域の災害危険の把握  

 地域を巡視し、災害時に危険になりそうな箇所を把握する。また、それらの情報を集

め、災害時の対応を考え、必要な資機材や人員、連絡先などを確認する。 

 ・地域の巡視及び、避難経路の確認 

 ・緊急時の伝達方法、連絡先を確認 

③防災計画の作成・更改  

 防災計画を作成又は、見直しを実施し、災害時の情報伝達方法や避難方法、資機材の

使用、救出救護など、災害時の具体的な行動を計画するとともに、平常時の訓練方法や

周知活動を計画する。 

 ・防災計画を作成する。 

 ・防災資機材等の備蓄を確認する。 

④ 防災訓練の実施  

 防災計画で計画した、地区防災訓練及び地区防災講習会を企画するとともに、実際の

災害に合わせ、より実践的な訓練を検討する。 

 ・災害時を想定し、緊急時の伝達方法、参集方法などを確認する。 

 ・災害時を想定し、各活動班の活動内容や避難誘導方法などを確認する。 

 

 

 

 

町では、災害時に自力で避難することが困難で支援が必要な方々が登録し、同意いた
だいた名簿情報を、地域の自治会等に提供し、地域において安否確認や避難誘導等、共
助による支援体制づくりを行う「災害時避難行動要支援者制度」を実施しています。 

【防災カード（災害時避難行動要支援者制度）】

者】） 
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３．４ 活動への支援について  

自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金   

担当：総務課（役場２階）TEL：049-299-1753 

 災害時や啓発活動、防災訓練などに必要となる資機材や消防施設の整備、防災士の資

格取得に対して補助するものです。 

 ①補助内容  

  （１）自主防災組織資機材整備支援及び活動支援事業              

    自主防災組織の活動において、下記一覧の購入や防災訓練を実施する場合の炊

出しの材料や、資機材の点検用の燃料について補助するものです。 

資機材整備 

対象事業 主な資機材名 

初期消火資機材 消火器、ホースボックス、活動服一式（消火活動用）、初期

消火活動に必要な資機材 

避難誘導用資機材 ハンドマイク、携帯用無線通信機（トランシーバー）、ヘル

メット、避難誘導補助に必要な資機材 

救助用資機材 バール、ジャッキ、のこぎり、チェーンソー、梯子、エンジ

ンカッター、その他救助活動に必要な資機材 

救護用資機材 救急医療セット、その他救護活動に必要な資機材 

避難生活用資機材 毛布、簡易ベッド、簡易トイレ、発電機、ランタン 

訓練用資機材 人命救助訓練用人形、訓練用消火器具、視聴覚機器（ビデオ

教材等）、その他訓練に必要な資機材 

震災対策資機材 家具固定資材、感震ブレーカー、その他震災対策に必要な資

機材 

水防資機材 長靴、土のう袋、その他水防に必要な資機材 

その他 簡易収納庫、防災倉庫 

    助成金額＝助成対象となる費用÷４×３（千円未満切り捨て） 
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上限は、下記の自主防災組織加入世帯数に応じた額 

構成世帯数等 上限額（年間） 

２００未満 １００，０００円 

２００～２９９ １１０，０００円 

３００～３９９ １２０，０００円 

４００～４９９ １３０，０００円 

５００以上 １４０，０００円 

 

活動支援 

対象事業 主な事業内容 

防災訓練 炊出しの材料や訓練に必要な物品購入等 

資機材点検 資機材の点検用の燃料や点検にかかる費用 

    助成金額＝助成対象となる費用÷４×３ （千円未満切り捨て） 

上限 １自主防災組織あたり １００，０００円 

 

下記の資機材については、上記とは別に、上限を設けます。 

区分 上限額（年間） 

ライフジャケット １００，０００円 

簡易トイレ １００，０００円 

家具固定資材 １００，０００円 

 

  （２）自主防災組織連合会資機材整備及び活動支援事業             

    自主防災組織連合会の活動において、資機材の購入や自主防災組織連合会の  

活動にかかる費用などについて補助するものです。 

助成金額＝助成対象となる費用÷４×３（千円未満切り捨て） 

上限 １自主防災組織あたり 年間 １５０，０００円 
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（３）自主防災組織消防施設整備支援事業                   

  自主防災組織が、下記事業の消防施設整備に対して補助するものです。 

助成金額＝助成対象となる費用÷２（千円未満切り捨て） 

上限は、１自主防災組織あたり、下記に応じた額 

消防施設整備 

対象事業 上限額（年間） 

消防用器具置場建設及び修理費 建設の場合は、上限５００，０００円 

修理の場合は、上限１００，０００円 

消防機器置場撤去費 上限３００，０００円 

機械器具の修理費 上限３００，０００円 

火の見やぐら撤去費 上限１５０，０００円 

 ※実施の前は事前に相談ください。 

 

②申請の流れ  

見積徴取後に申請し、事業実施後に実績報告書を提出する場合 

 自主防災会 提出書類  総務課 

１ 交付申請 

・交付申請書（様式第２

号） 

・見積書等の写し 

・請求書（様式第６号） 

（団体名義の通帳の写し等

を添付ください。） 

 

総務課 防災対策室

に提出 

２ 入金確認 
  

・交付決定通知書 

・入金日のお知らせ 

３ 事業の実施 －  － 

４ 
実績報告 

※年度内に提出 

・実績報告書（様式第７

号） 

・領収書の写し等 

 

総務課 防災対策室

に提出 
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事業実施後に申請する場合 

 自主防災会 提出書類  総務課 

１ 
交付申請 

実績報告 

・交付申請書（様式第２

号） 

・領収書の写し等 

・請求書（様式第６号） 

（団体名義の通帳の写し等

を添付ください。 

・実績報告書（様式第７

号） 

 

総務課 防災対策室

に提出 

２ 入金確認 
  

・交付決定通知書 

・入金日のお知らせ 

 ※各種申請書等の記入方法については、記入例（Ｐ４１～）を参考にしてください。 
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４．その他  

４．１各種支援事業  

キーワード 支援 問合せ先 

自治会運営    

○自治会運営活動全般 自治会運営費助成金 総務課 299-1753 

▽区長配送 相談等 総務課 299-1753 

▽集会所消防設備 自治会運営費助成金 総務課 299-1753 

防犯    

○防犯活動全般 自治会運営費助成金 総務課 299-1753 

▽青色防犯パトロール コミュニティ活動事業補助金 総務課 299-1753 

▽防犯旗・ポール 物品支給 総務課 299-1753 

▽防犯灯設置 設置申請・相談等 農政環境課(生活環境) 299-1734 

▽川島町見守り隊 入隊申請・相談等 総務課 299-1753 

▽１１０番の家 入会申請・相談等 総務課 299-1753 

交通安全    

○交通安全全般 相談等 農政環境課(生活環境) 299-1734 

▽カーブミラー設置 交通安全施設設置申請 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽ガードレール設置 交通安全施設設置申請 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽道路照明灯設置 交通安全施設設置申請 まち整備課(建設管理) 299-1761 

防災活動    

○自主防災組織全般 自主防災組織資機材整備及び

活動支援事業補助金 

総務課 299-1753 

▽防災計画・水防計画 相談等 総務課 299-1753 

▽ハザードマップ 相談等 総務課 299-1753 

▽戸別受信機（防災行政無線） 貸与申請・相談等 総務課 299-1753 

▽地区防災訓練 自主防災組織資機材整備及び

活動支援事業補助金 

総務課 299-1753 

▽防災に関する助言等 防災アドバイザー 総務課 299-1753 

▽消防用器具置場 

消防用設備・機械器具 

自主防災組織資機材整備及び

活動支援事業補助金 

総務課 299-1753 

▽火の見やぐら撤去 自主防災組織資機材整備及び

活動支援事業補助金 

総務課 299-1753 

▽防災士の資格取得 自主防災組織資機材整備及び

活動支援事業補助金 

総務課 299-1753 

ごみ・環境    

○不法投棄・環境全般 相談等 農政環境課(生活環境) 299-1734 

▽ごみ集積所 設置申請・相談等 川島町環境センター 297-5666 
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キーワード 支援 問合せ先 

▽美化運動(年３回定例実施) 相談等 農政環境課(生活環境) 299-1734 

▽環境美化運動(自治会実施) 自治会運営費助成金 総務課 299-1753 

▽騒音 相談等 農政環境課(生活環境) 299-1734 

▽害虫駆除 相談等 農政環境課(生活環境) 299-1734 

▽農業被害 相談等 農政環境課(農政産業) 299-1760 

道路・河川    

○道路・河川全般 相談等 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽道路管理 相談等 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽道路舗装 道路舗装新設工事申請 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽道路改良 道路改良工事申請 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽路肩崩れ 維持修繕工事申請 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽道路占用 相談等 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽砂利敷均し 砂利敷き均し・配分申請 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽砂利配分申請 砂利敷き均し・配分申請 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽カーブミラー設置 交通安全施設設置申請 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽ガードレール設置 交通安全施設設置申請 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽凍結防止剤（塩化カルシウム） 塩化カルシウム配布 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽河川管理 相談等 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽水路整備 水路整備工事申請 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽水路の詰まり 維持修繕工事申請 まち整備課(建設管理) 299-1761 

▽河川占用 相談等 まち整備課(建設管理) 299-1761 

健康・福祉活動    

○障がい者福・生活困窮全般 相談等 健康福祉課(社会福祉) 299-1756 

▽民生委員・児童委員、主任児

童委員 

相談等 健康福祉課(社会福祉) 299-1756 

○高齢者福・介護保険全般 相談等 健康福祉課(高齢者福祉) 299-1756 

▽いきいき体操 相談等 健康福祉課(高齢者福祉) 299-1756 

○健康・各種健（検）診全般 相談等 健康福祉課(社会福祉) 299-1756 

その他活動    

▽集会所建設・改修 相談等 総務課 299-1753 

▽地域活動センター事業 相談等 生涯学習課 299-1711 

▽公園 相談等 まち整備課(都市計画) 299-1763 

▽児童遊園地（設置、修繕等） 補助申請・相談等 子育て支援課 299-1765 

▽文化財保護 相談等 生涯学習課 299-1711 

▽伝統芸能継承活動 伝統芸能保存事業補助金 生涯学習課 299-1711 

▽花いっぱい運動(ボランティア) コミュニティ活動事業補助金 総務課 299-1753 

○：全般的な相談窓口  ▽：事業ごとの相談窓口 
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４．２各課電話番号一覧  

課 名 グループ 電話番号 担当する主な業務 

政策推進課 秘書室 299-1751 広報、広聴、ホームページ 

政策・財政 

管財・契約・ＤＸ 

299-1752 

 

総合的施策、行政改革、広域行政、統計調査、予算編

成・統制、財産の取得・管理、情報化の推進、観光 

総 務 課 庶務・人権 

自治振興 

防災対策室 

299-1753 条例規則、職員の人事・給与、情報公開、人権政策 

防犯、自治会、選挙 

防災、災害対策 

税 務 課 課税 

収税 

299-1757 町税（町県民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動 

車税など）の賦課・徴収、確定申告、納税相談 

町民保険課 町民  299-1754 戸籍、住民登録、印鑑登録、転出・転入届、埋火葬許

可、マイナンバーカード、パスポート 

国保・年金 299-6007 介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金 

健康福祉課 社会福祉 

高齢者福祉 

299-1756  社会福祉、障がい者福祉、民生委員等、生活困窮 

高齢者福祉、介護保険、介護予防体操  

健康増進 299-1758 各種健（検）診、健康管理・健康増進、予防接種 

子育て支援課 子育て支援 

保育  

299-1765 児童福祉、児童手当、青少年、子育て支援医療費、 

保育園の運営管理、一時保育、子育て支援センター 

農政環境課 

(農業委員会) 

農政産業 299-1760 農林水産業、商工業、消費者保護、農地の利用集積、農

地の転用、農地の利用調整 

生活環境 299-1734 合併処理浄化槽、犬の登録、交通安全、環境保全 

施設管理 297-5666 環境センター管理運営、ごみ・し尿処理 

まち整備課 建設・管理 299-1761 道路・河川の整備・管理、道路占用、官民境界 

都市計画 299-1763 開発許可、建築確認、公園管理、空き家 

公民連携推進室 299-5818 インター周辺開発、公民連携、企業誘致 

出 納 室 会計 299-1764 町税などの公金収納・保管、町費の出納 
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議会事務局 299-1759 議会事務 

上下水道課 上・下水道 297-1818 上水道事業、下水道事業 

教育総務課 学校教育 299-1730 教育委員会、教育財産の管理、学校教育、給食センター 

幼稚園の運営管理 

生涯学習課 生涯学習  299-1711 生涯学習、文化財保護、人権教育、生涯スポーツ 

地域活動センター・社会教育施設・社会体育施設 
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４．３様式（記入例）  

様式第１号（第４条関係） 

                             令和○年○月○日  

 川島町長  あて 

 

自治会運営費助成金交付申請書 

自治会運営費助成金交付要綱第４条の規定により申請します。 

 

１ 申請者 

  自治会名（行政区名） 川島自治会                     

  会長名（区長名）  川島 太郎                     

  住所         川島町大字下八ツ林８７０番地１           

  電話番号       ０４９-２９９－１７５３               

 

２ 助成額 １６１，５００ 円 

 

（内訳） 

１）防犯活動費助成 

事業費          ５，０００

円 
助成額         ４，０００円 

助成額＝対象費用×４/５ ※上限３万円 
 
２）環境美化活動費助成 

事業費        ４０，０００円 
助成額         ３０，０００

円 

助成額＝対象費用×４/５ ※上限３万円 
 
３）集会所整備費助成 

集会所名 

新改築等 事業費            円 助成額           円 

修繕、備品等 事業費     ５０，０００円 助成額    ２５，０００円 

消防設備点検 事業費      ３，０００円 助成額     １，５００円 

助成額＝対象費用×１/２ 

※上限 新改築等 ５００万円 修繕、備品購入等 １００万円 消防設備点検 ５千円 
 

事業費は、助成対象となる費用の全額を記入くだ
さい。 
助成額は、助成対象となる費用×補助率または上
限額のいずれか低い額を記入ください。 

助成額の合計を記入ください。 
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４）集会所解体費助成 

対象集会所名 

事業費              円 助成額              円 

助成額＝対象費用×１/２ ※上限１００万円 

 

５）防犯活動資機材整備費助成 

事業費              円 助成額              円 

助成額＝対象費用×４/５ ※上限１０万円 

 

６）環境美化活動資機材整備費助成 

事業費       １００，０００円 助成額        ８０，０００円 

助成額＝対象費用×４/５ ※上限１０万円 

 

７）自治会法人化事務費助成 

事業費              円 助成額              円 

助成額＝対象費用×１/２ ※上限１５万円 

 

８）自治会活性化事業費助成 

事業参加人数         ３０人 助成額         ２０，０００

円 事業費        ２０，０００円 

助成額＝事業参加人数×１，０００円（または事業費のいずれか低い額まで） 

※上限１０万円 
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様式第２号（第４条関係） 

 

事業計画書 

 

                   自治会名（行政区名） 川島自治会 

 

事業（予定）内容 

１ 事 業 名 ○○○防犯講習会 

２ 実 施 日 令和○年○月○日 

３ 実 施 場 所 川島自治会集会所 

４ 参加（予定）人数 ３０人 

５ 実施内容と目的 

オレオレ詐欺が多発していることに鑑み、自治会員の防

犯意識の高揚のため、○○○警察署の職員を講師として、

防犯講習会を開催する。 

 

活性化事業助成の場合 
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様式第４号（第６条関係） 

 

令和○年○月○日  

川島町長  あて 

申請者                  

自治会名（行政区名） 川島自治会     

会長名（区長名） 川島 太郎       

住所 川島町大字下八ツ林８７０番地１   

 

自治会運営費助成金概算払請求書 

 令和 年 月 日付けで交付決定通知のあった自治会運営費助成金について、次の

とおり請求します。 

 

１ 交付決定額  １６０，５００円 

 

２ 請求額    １６０，５００円 

 

３ 口座の種類等 

金 融 機 関 名 ○○○○銀行 

本 ・ 支 店 名 ○○支店 

預 金 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号 ○○○○○○ 

フ リ ガ ナ カワジマジチカイ カイチョウ カワジマ タロウ 

名 義 人 氏 名 川島自治会 会長 川島 太郎 

 

概算払を希望する場合 
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様式第８号（第９条関係） 

 

令和○年○月○日  

川島町長  あて 

申請者                  

自治会名（行政区名） 川島自治会     

会長名（区長名） 川島 太郎       

住所 川島町大字下八ツ林８７０番地１   

 

自治会運営費助成金請求書 

 令和○年○月○日付けで確定通知のあった自治会運営費助成金について、次のとお

り請求します。 

 

１ 交付決定額  １６０，５００円 

 

２ 請求額    １６０，５００円 

 

３ 口座の種類等 

金 融 機 関 名 ○○○○銀行 

本 ・ 支 店 名 ○○支店 

預 金 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号 ○○○○○○ 

フ リ ガ ナ カワジマジチカイ カイチョウ カワジマ タロウ 

名 義 人 氏 名 川島自治会 会長 川島 太郎 

 

清算払を希望する場合 
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様式第５号（第７条関係） 

                            令和○年○月○日  

 

 川島町長  あて 

 

申請者                  

自治会名（行政区名） 川島自治会     

会長名（区長名） 川島 太郎       

住所 川島町大字下八ツ林８７０番地１   

 

   自治会運営費助成金実績報告書 

 令和○年○月○日付けで交付決定通知のあった自治会運営費助成金の事業が完了し

たので、以下のとおり、関係書類を添えて報告します。 

 

項目 交付決定額 事業費 清算額 

防犯活動費助成 ４，０００円 ５，０００円 ０円 

環境美化活動費助成 ３０，０００円 ４０，０００円 ０円 

集会所整備費助成 ２６，５００円 ５３，０００円 ０円 

集会所解体費助成 円 円 円 

防犯活動資機材整備費助成 円 円 円 

環境美化活動資機材整備費助

成 
８０，０００円 

１００，０００

円 
０円 

自治会法人化事務費助成 円 円 円 

自治会活性化事業費助成 ２０，０００円 ２０，０００円 ０円 

 ※添付書類（領収書等経費の支出を証する書類又はそれに準ずる書類の写し） 
 ※精算額は概算払請求書を提出した場合、記載してください。 

交付決定額は、町から送付される交付決定通知に

記載された額を記入ください。 

事業費は、助成対象となる事業費の全額を記入く

ださい。 

清算額は、概算払の場合、助成額の過不足額を記

入ください。 
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様式第６号（第７条関係） 

 

事業報告書 

 

                   自治会名（行政区名） 川島自治会 

 

事業内容 

１ 事 業 名 ○○○防犯講習会 

２ 実 施 日 令和○年○月○日 

３ 実 施 場 所 川島自治会集会所 

４ 参 加 人 数 ３０人 

５ 実施内容と成果 

 オレオレ詐欺が多発していることに鑑み、自治会員の防

犯意識の高揚のため、○○○警察署の職員を講師として、

防犯講習会を開催した。参加者からは、最新の犯罪の手口

などを学ぶことが出来たと意見があった。 

 

活性化事業助成の場合 
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様式第１号（第６条関係） 

 

令和○年○月○日  

川島町長  あて 

申請者 自治会名 川島自治会        

        区長住所 川島町大字下八ツ林８７０番地１  

        区長氏名 川島 太郎            

 

自治会運営費助成金（ＩＣＴ活用支援事業）交付申請書 

 下記のとおり自治会運営費助成金（ＩＣＴ活用支援事業）の交付を受けたいので、自

治会運営費助成金（ＩＣＴ活用支援事業）交付要綱第６条の規定により申請します。 

 

申請金額 金 ９７，５００円 

 

事業の趣旨 

※□にチェック

ください。（複

数選択可） 

 オンライン会議の導入 

 情報発信の効率化 

☑ 情報の共有化 

 その他（                 ） 

事業の分類 

※□にチェック

ください。（複

数選択可） 

 

 機材購入費 

（ □ 機器及び附属品  □ 通信機器類 ） 

 回線工事費 

☑オンラインコミュニケーションソフト等の導入費 

 セキュリティ対策費 

 その他（                 ） 

実施場所 川島自治会内 

 

  

ＩＣＴ活用支援事業助成の場合 

助成対象費用に補助率
（3/4）を乗じて得た額を
記入ください。 
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様式第３号（第８条関係） 

令和○年○月○日  

川島町長  あて 

申請者 自治会名 川島自治会        

        区長住所 川島町大字下八ツ林８７０番地１  

        区長氏名 川島 太郎            

 

自治会運営費助成金（ＩＣＴ活用支援事業）請求書 

 自治会運営費助成金（ＩＣＴ活用支援事業）について、次のとおり請求します。 

 

１ 助成金交付請求額 金 ９７，５００円 

 

２ 口座の種類等 

金 融 機 関 名 ○○○○銀行 

本 ・ 支 店 名 ○○支店 

預 金 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号 ○○○○○○ 

フ リ ガ ナ カワジマジチカイ カイチョウ カワジマ タロウ 

名 義 人 氏 名 川島自治会 会長 川島 太郎 
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様式第４号（第８条関係） 

令和○年○月○日  

川島町長  あて 

申請者 自治会名 川島自治会        

        区長住所 川島町大字下八ツ林８７０番地１  

        区長氏名 川島 太郎            

 

   自治会運営費助成金（ＩＣＴ活用支援事業）実績報告書 

 令和○年○月○日付けで助成金の交付決定通知を受けた自治会運営費助成金（ＩＣ

Ｔ活用支援事業）の事業が完了したので、関係書類を添えて報告します。 

 

１ 助成金の執行実績 

（１）助成金交付決定額 金  ９７，５００円 

 （２）助成金執行額   金 １３０，０００円 

 

２ 添付書類 

 （１） 領収書等経費の支出を証する書類又はそれに準する書類の写し 

 （２） その他町長が必要と認める書類 
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様式第１号（第６条関係） 

令和○年○月○日  

川島町長  あて 

申請者 協議会名 川島再編協議会       

    代表者住所 川島町大字下八ツ林８７０番地１  

    代表者氏名 川島 太郎            

 

自治会運営費助成金（自治会再編協議会）交付申請書 

 下記のとおり自治会運営費助成金（自治会再編協議会）の交付を受けたいので、自治

会運営費助成金（自治会再編協議会）交付要綱第６条の規定により申請します。 

 

１ 申請金額 金 １００，０００円 

 

２ 添付書類 

 （１）協議会規約 

 （２）自治会再編協議会事業計画（様式第２号） 

 （３）自治会再編協議会名簿（様式第３号） 
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様式第２号（第６条関係） 

 

自治会再編協議会事業計画書 

 

１ 自治会再編について協議する自治会の名称 

川島Ａ 川島Ｂ   

    

 

２ 協議計画 

 予定年月 備考 

１   令和○年５月  

２   令和○年７月  

３   令和○年９月  

４   令和○年１１月  

５   令和○年２月  

６   年  月  

７   年  月  

８   年  月  

９   年  月  

１０   年  月  

１１   年  月  

１２   年  月  

 



 

38 

 

様式第３号（第６条関係） 

 

自治会再編協議会名簿 

 

自治会名 氏名 役職等 自治会名 氏名 役職等 

川島Ａ ○○○○ 会長 川島Ａ ○○○○ 会長 

川島Ａ ○○○○ 副会長 川島Ａ ○○○○ 副会長 

川島Ａ ○○○○ 会計 川島Ａ ○○○○ 会計 

川島Ａ ○○○○ 班長 川島Ａ ○○○○ 班長 

川島Ａ ○○○○ 班長 川島Ａ ○○○○ 班長 
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様式第５号（第８条関係） 

令和○年○月○日  

川島町長  あて 

申請者 協議会名 川島再編協議会       

    代表者住所 川島町大字下八ツ林８７０番地１  

    代表者氏名 川島 太郎            

 

自治会運営費助成金（自治会再編協議会）請求書 

 自治会運営費助成金（自治会再編協議会）について、次のとおり請求します。 

 

１ 助成金交付請求額 金 １００，０００円 

 

２ 口座の種類等 

金 融 機 関 名 ○○○○銀行 

本 ・ 支 店 名 ○○支店 

預 金 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号 ○○○○○○ 

フ リ ガ ナ カワジマジチカイ カイチョウ カワジマ タロウ 

名 義 人 氏 名 川島自治会 会長 川島 太郎 
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様式第６号（第９条関係） 

令和○年○月○日  

川島町長  あて 

申請者 協議会名 川島再編協議会       

    代表者住所 川島町大字下八ツ林８７０番地１  

    代表者氏名 川島 太郎            

 

 

   自治会運営費助成金（自治会再編協議会）実績報告書 

 令和○年○月○日付けで助成金の交付決定通知を受けた自治会運営費助成金（自治

会再編協議会）の事業が完了したので、関係書類を添えて報告します。 

 

１ 助成金の執行実績 

（１）助成金交付決定額 金 １００，０００円 

 （２）助成金執行額   金 １２０，０００円 

 

２ 添付書類 

 （１） 領収書等経費の支出を証する書類又はそれに準する書類の写し 

 （２） 自治会再編協議会事業報告書（様式第７号） 

 （３） 会議録 

 （４） その他町長が必要と認める書類 
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様式第２号（第６条関係） 

川島町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金交付申請書 

 

   令和○年○月○日 

 

 川島町長 あて 

 

             自主防災組織名  川島自主防災会 

              代 表 者 住 所 川島町大字下八ツ林８７０－１ 

代 表 者 氏 名 かわじま かわべえ 

代表者電話番号 ０４９－２９９－１７５３ 

 

 川島町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金の交付を受けたいので、川島

町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金交付要綱第６条第１項の規定によ

り、関係書類を添えて申請します。 

１ 補助事業の内容等                     （単位 千円） 

対象事業 

（資機材整備/活動支援/消防施設整備） 
総事業費(ａ) 補助金額 

〇〇資機材整備 120 90 

〇〇活動 100 75 

計 220 165 

資機材整備及び活動支援の補助金額は、(ａ)×３/４又は上限額１００千円 

消防施設整備の補助金額は、(ａ)×１/２又は上限額は要綱別表第５に定めるとおり 

２ 備考 

 (1) 総事業費欄には当該補助事業に係る事業費全額を記入し、補助金額の千円未満の

端数は切り捨てること。 

 (2) 添付書類は、見積書又はその他参考となる資料とする。  
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様式第６号（第８条関係） 

川島町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金交付請求書 

 

 

                                               令和〇年〇月〇日 

 

 川島町長         様 

 

               自主防災組織名 川島自主防災会 

               代 表 者 住 所 川島町大字下八ツ林 870-1 

代 表 者 氏 名 かわじま かわべえ 

代表者電話番号 ０４９－２９９－１７５３ 

 

      年  月  日付け川総発第    号で交付決定を受けた川島町自主防

災組織資機材整備及び活動支援事業補助金について、下記のとおり請求します。 

                                 記 

 

１ 支払請求金額  金 １６５，０００ 円 

 

２ 振替口座 

 振込金融機関名 〇〇〇銀行 

 本 ・ 支 店 名        〇〇〇支店 

 普通・当座の別 普通 

 口 座 番 号        〇〇〇〇〇〇 

 フ リ ガ ナ        カワジマジシュボウサカイ カイチョウ カワジマ タロウ 

 口 座 名 義        
川島自主防災会 会長 川島 太郎 

３ 添 付 書 類  交付決定通知書の写し………………１部 

※自治会運営費助成金と同じ場合、口座の種類等の記入の必要はありません。 
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様式第７号（第９条関係） 

    川島町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金実績報告書 

 

                                          令和〇年〇月〇日 

 

 川島町長          様 

 

              自主防災組織名 川島自主防災会 

              代 表 者 住 所 川島町大字下八ツ林８７０-１ 

代 表 者 氏 名 かわじま かわべえ 

代表者電話番号 ０４９－２９９－１７５３ 

 

    年  月  日付け川総発第    号で補助金の交付決定の通知を受けた、

川島町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業が完了したので、川島町自主防災組織

資機材整備及び活動支援事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、関係書類を添

えて報告します。 

１ 補助事業の内容 

対象事業(資機材整備/活動支援/消防施設整備) 

〇〇資機材整備  

〇〇活動支援  

 

２ 補助事業費の財源内訳 

総事業費 

(a)=(b)＋(c) 

財 源 内 訳 

備 考 
町補助金(b) 

自主防災組織 

負担額(c) 

 120 90 30  

 100 75 25  

 

３ 添付書類 

 (1) 添付書類は、要綱第９条第１項各号に掲げる書類とする。  
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４．４引継書  

引継書                                年度 

名  称  役  職  

引 継 元  引 継 先  

業務内容  

懸案事項  

資 料 等  
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令和  年   月   日 

引継書（記入例）                     令和    年度 

名  称 ○○自治会 役  職 自治会長 

引 継 元 ○○ 引 継 先 △△ 

業務内容 １）定例会 
 偶数月に実施、議長を務める。 
２）環境美化運動 
 年４回実施 詳細は、別紙イベント概要環境美化運動を参照 
３）防犯活動 

 地区の区長会にて実施、補助金申請等は地区代表が行ってい
る。 
４）防災活動 
 防災訓練や、防災講座を実施している。 
別紙イベント概要防災訓練を参照 

５）集会所管理 
 年２回集会所消防設備点検を実施、地区で一括契約しているた
め、年間スケジュール等は地区代表と相談。 

懸案事項 ・□□氏より、○○付近交差点にカーブミラーの設置依頼あり、
協議の必要あり 

・来年度、集会所消防設備点検業者が代わる可能性がある。本年
度見積合わせし、決定する予定。 

 

資 料 等 ・自治会規約 
・組織図 

・会員名簿 
・年間スケジュール 
・各種イベント概要 
・前年までの引継資料 
・災害時避難行動要支援者台帳 
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令和  年  月  日 

年間スケジュール表 

月 事  業 備  考 

  年 

2 月 

  

3 月 
  

4 月 
  

5 月 
  

6 月 
  

7 月 
  

8 月 
  

9 月 
  

10 月 
  

11 月 
  

12 月 
  

  年 

1 月 

  

2 月 
  

3 月 
  

4 月 
  

5 月 
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年間スケジュール表（記入例） 

月 事  業 備  考 

  年 

2 月 

環境美化運動・定例役員会 新役員の決定・総会準備 

3 月 
 新役員引継期間 

4 月 
定例役員会・○○自治会総会  

5 月 
集会所消防点検  

避難訓練も同時に実施 

6 月 
定例役員会 

環境美化運動 

夏祭準備 

7 月 
  

8 月 
夏祭り  

9 月 
定例役員会 運動会・防災訓練準備 

10 月 
地区運動会 

環境美化運動 

 

11 月 
防災訓練 

集会所消防点検 

 

 

12 月 
定例役員会 新年会準備 

  年 

1 月 

新年会 ○集落センターにて実施 

2 月 
環境美化運動・定例役員会 新役員の決定・総会準備 

3 月 
 新役員引継期間 

4 月 
定例役員会・○○自治会総会  

5 月 
集会所消防点検  
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イベント概要 

名  称  担 当 者  

開催日時  場  所  

内  容 
 

 

日  時 内  容 予  算（円） 備  考 

  ／  （ ）  

 

  

  ／  （ ）  

 

  

  ／  （ ）  

 

  

  ／  （ ）  

 

  

  ／  （ ）  

 

  

  ／  （ ）  

 

  

  ／  （ ）  

 

  

  ／  （ ）  

 

  

メ   モ 

 

 

 

 

 

参加者  
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イベント概要（記入例） 

名  称 環境美化運動 担 当 者 環境委員 

開催日時 年３回（６,10,2 月）午前 1０時 場  所 集落センター周辺 

内  容 

集会所から４方向にわかれ、１時間を掛けて環境美化運動を実施する。 
集会所に集合後は、各自のゴミを回収し、飲み物等を配布する。 
（６月実施時は、終了後、集会所の避難訓練を実施する） 
 

日  時 内  容 予  算（円） 備  考 

 ５／１（木） ３回分の実施備品を倉庫へまとめてお

く、不足分は購入しておく 

(お茶代)10,400 

(袋)2,000 

20 人×３回 

 ６／１（日） 実施 

 

  

 １０／１９

（日） 

実施 

 

  

２／１（日） 実施 

 

  

  

 

  

  ／  （ ）  

 

  

  ／  （ ）  

 

  

  ／  （ ）  

 

  

メ   モ 

・集会所の倉庫Ａ下段に掃除用品がある為、実施前に点検しておく 

・北・西・東・南地区にわかれて実施する。 

・当日、予備のごみ袋含め、各地区の班長（代理）などにまとめて渡しておく 

・大きなゴミは、後日、町へ連絡し撤去してもらう。 

 

出席者 区長、環境委員（４人）、参加者（１５人） 

 


